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平成30年
度以降の事
業の方向性

所見

農業委員会
事務局

農地調
査・調整
事務事業

　農地所有適格法人の要件確認
等の管理及び農地に関する紛争
が生じた場合の和解の仲介等の
事務を行います。

農地所有適格
法人の適正な
管理

　農業経営形態の多様化
により、農地所有適格法
人も様々な形態で組織さ
れています。このため、
これら法人が、制度に適
合したものになっている
か、的確に管理する必要
があります。

農地所有適格法人の
適正な管理

農地所有適格法人の満た
すべき要件についての詳
細な審査により、制度の
適否について的確に管理
されています。
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　農地所有適格法人から
の事業の状況報告によ
り、要件に適合している
か確認したことにより、
農地所有適格法人の事業
の運営状況の把握ができ
ました。
　また、農地の権利関係
等に関する相談に対し
て、適切な指導ができま
した。

現状維持

　農地所有適格法人の適
正な管理、農地の権利関
係の紛争に係る和解の仲
介について、農地法の規
定に基づき、今後も引き
続き的確な業務運営にあ
たります。

農業委員会
事務局

国有農地
等管理処
分事業

　国有農地及び開拓財産の県に
よる適正な管理を進めるため、
農業委員会が境界確認申請等の
窓口事務を行います。

国有農地及び
開拓財産の管
理に係る適正
な窓口事務

　国有農地及び開拓財産
に係る境界確認の現場立
ち会い等適正な窓口事務
を行う必要があります。

　国有農地及び開拓
財産の管理に係る適
正な窓口事務

具体的な相談はなかった
ものの、相談に備え県と
の連絡調整を行い整理簿
の管理等、適正な事務を
行いました。
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国有農地及び開拓財産に
関し、県との連絡調整を
行うことにより整理簿の
管理等を適正に行うこと
ができました。

現状維持

 農業委員会が境界確認申
請等の窓口となって、引
き続き適正な事務管理を
行っていきます。

農業委員会
事務局

農業者年
金受託制
度事業

　農業者年金への加入促進、被
保険者の資格確認、経営移譲年
金並びに老齢年金の裁定等の確
認など、農業者年金基金からの
受託業務の適正な運用を図りま
す。

農業者年金基
金からの受託
業務の適切な
運用

　農業者年金制度は、年
金受給要件など複雑であ
ることから、三重県農業
会議など関係諸機関との
連携のもと、適切な運用
を図ります。

農業者年金基金から
の受託業務の適切な
運用

直接の窓口となるＪＡと
の連携により、受託業務
の適切な運用が図られて
います。
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　農業者年金への加入推
進、加入者・年金受給者
に対する諸手続きの指導
及び給付等の申請内容の
確認業務を適正に行うこ
とができた。

現状維持

　年金加入者は、減少傾
向を示しているものの、
農業者の老後の安定した
生活にとって大切な制度
であることから、農業者
年金基金からの受託業務
について、引き続き適切
な対応にあたります。

農業委員会
事務局

農業委員
会一般事
務事業

　農業者の地位向上と農業生産
の増大に資するため、農地転用
の規制及び農地等の利用の最適
化（担い手への農地利用の集
積・集約化、耕作放棄地の発生
防止・解消、新規参入の促進）
の推進、農業経営の合理化の促
進、農業に関する情報の提供
等、農業委員会等に関する法律
第６条の規定に基づく事務事業
を行います。

農地法等関係
法令の適正な
執行

　安定的な農業経営がで
きるよう適切な農地の保
全に努めるとともに、許
可等の権限を与えられた
組織であることから、適
正かつ迅速に事務を執行
します。

　農地法等関係法令
の適正な執行

　農地法第３条、第４
条、第５条に係る許認可
等について７８１件を処
理するなど、関係法令は
適正に執行されていま
す。
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　農地法に基づく許認可
の審査及び現地調査を行
い、農地の無秩序な転用
を防ぎ、優良農地の確保
を図ることができまし
た。
　担当地区を決めて、農
地利用最適化推進委員が
活動することにより、遊
休農地の発生防止・解
消、農地の利用集積な
ど、地域に根差した農地
利用の最適化を推進する
ことができました。ま
た、新たに地域別事業推
進会議を開催し、委員相
互の情報共有を図った。
　また、農業委員会だよ
りの発行することで農業
に関する様々な情報提供
を図ることができまし
た。

現状維持

　地域別事業推進会議に
加え、新たに事業推進会
議を開催し、地域別の意
見、課題を集約するなど
農業委員及び農地利用最
適化推進委員の連携をさ
らに強化し、引き続き、
法令による農業委員会の
権限事項、農地等の利用
の最適化の推進及び農業
経営の合理化等に関する
取り組みを積極的に推進
します。
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